
政
令
第

号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条

第
八
項
第
一
号
、
第
七
条
の
四
第
一
項
、
第
七
条
の
六
、
第
七
条
の
七
第
三
項
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
三
条
第
五
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
容
器
包
装
（
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ

ー
ト
製
の
容
器
そ
の
他
そ
の
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
を
燃
料
以
外
の
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
容

易
な
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
を
除
く
。
）
に
係
る
分
別
基
準
適
合

物
を
圧
縮
又
は
破
砕
す
る
こ
と
に
よ
り
均
質
に
し
、
か
つ
、
一
定
の
形
状
に
成
形
し
た
も
の

第
二
条
第
三
号
中
「
第
十
条
第
三
号
」
を
「
第
十
三
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。



第
十
二
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
法
」
の
下
に
「
第
七
条
の
六
、
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
八

条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
容
器
包
装
多
量
利
用
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
事
業
の
状
況
に
つ
き
、
容

器
包
装
を
用
い
た
量
、
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
に
よ
り
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
た
め
に
取
り
組

ん
だ
措
置
の
実
施
の
状
況
そ
の
他
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
に
よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
の
促
進
の
状
況
に

関
す
る
事
項
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
を
第
十
条
と
し
、
第
六
条
を
第
九
条
と
し
、
第
五
条
を
第
八
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
指
定
容
器
包
装
利
用
事
業
者
の
業
種
）

第
五
条

法
第
七
条
の
四
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
各
種
商
品
小
売
業
、
織
物
・
衣
服
・
身
の
回
り
品
小
売
業
、
飲

食
料
品
小
売
業
、
自
動
車
部
分
品
・
附
属
品
小
売
業
、
家
具
・
じ
ゅ
う
器
・
機
械
器
具
小
売
業
、
医
薬
品
・
化
粧
品
小
売
業

、
書
籍
・
文
房
具
小
売
業
、
ス
ポ
ー
ツ
用
品
・
が
ん
具
・
娯
楽
用
品
・
楽
器
小
売
業
及
び
た
ば
こ
・
喫
煙
具
専
門
小
売
業
と



す
る
。

（
容
器
包
装
多
量
利
用
事
業
者
の
要
件
）

第
六
条

法
第
七
条
の
六
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
用
い
た
容
器
包
装
の
量
が
五
十
ト
ン
以

上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
容
器
包
装
多
量
利
用
事
業
者
に
対
す
る
命
令
に
際
し
意
見
を
聴
く
審
議
会
等
）

第
七
条

法
第
七
条
の
七
第
三
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
容
器
包
装
多
量
利
用
事

業
者
が
行
う
事
業
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

財
務
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業

た
ば
こ
小
売
業
又
は
塩
小
売
業
に
あ
っ
て
は
財
政
制
度
等
審
議
会
、
酒
類
小

売
業
に
あ
っ
て
は
国
税
審
議
会

厚
生
労
働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会

農
林
水
産
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会

経
済
産
業
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業

産
業
構
造
審
議
会

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
政
制
度
等
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

財
政
制
度
等
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
七
条
の

七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
一
項
の
表
た
ば
こ
事
業
等
分
科
会
の
項
所
掌
事
務
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の

権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

（
国
税
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
税
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
一
条
中
「
並
び
に
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
「
第
二
十
五
条
第
三
項
」
の
下
に
「
並
び
に
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
七
条
の
七
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
酒
類
分
科
会
の
項
及
び
第
八
条
第
四
項
中
「
並
び
に
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

二
十
五
条
第
三
項
」
を
「
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
三
項
並
び
に
容
器
包
装
に
係
る
分

別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
七
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
」
の
下
に
「
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
薬
事
分
科
会
の
項
中
「
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
、
容
器
包
装
に
係

る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
を
加
え
る
。

（
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）



第
五
条

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
並
び
に
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
「
第
二
十
五
条
第
三
項
」
の
下
に
「
並
び
に
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
七
条
の
七
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
総
合
食
料
分
科
会
の
項
中
「
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
」
の
下
に
「
、
容
器
包
装
に
係
る
分

別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
を
加
え
る
。

（
産
業
構
造
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

産
業
構
造
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
」
の
下
に
「
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
七
条
の
七
第
三
項
」
を
加
え
る
。



理

由

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
指
定
容

器
包
装
利
用
事
業
者
及
び
容
器
包
装
多
量
利
用
事
業
者
の
要
件
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
再
商
品
化
の
方
法
を
拡
大
す
る
た
め

、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
を
原
材
料
と
し
た
燃
料
を
製
造
す
る
こ
と
を
再
商
品
化
の
方
法
と
し

て
認
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


